
第１回 豊橋市自転車活用推進委員会
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議事３ 次期自転車活用推進計画策定について

１．現行計画の目標・基本方針・具体施策の再整理

❶目標像と基本方針 

 現行計画では、自転車を【近距離（概ね 5km 以内）の移動における最も重要な交通手段】と位置

づけ、日常生活の様々な場面で活用するまちを目指し、計画を策定しています。 

■現行計画の体系

■主要な実施施策と事業の区分 

❷実施施策と事業区分ごとの具体施策 

 ４つの実施施策と６つの事業区分の組み合わせに対して、現行計画での具体施策を整理すると、以

下のようになります。 

 通行空間、駐輪環境については、全利用目的横断的な整備が基本となっており、安全教育、意識啓

発については、それぞれの利用目的に応じた個別の施策が位置付けられています。 

 なお、現行計画では、自転車イベント、サイクリングコース等のレジャー、観光等の施策は「共通

の環境×その他」にまとめられる構造となっています。 

■【利用目的】と【事業の区分】 

自転車がいきいきと走るまち「とよはし」目標

基本
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❶自転車が安全・快適に移動できる利用環境の整備

❷自転車利用者等がルールを遵守する交通安全意識の醸成

❸自転車を生活に取り入れたライフスタイルへの転換

資料５

■主要な実施施策（利用目的） ■事業の区分（取り組みの枠組）

①通勤時の自転車利用への転換促進

若者、中高年を中心に自家用車

での通勤からの積極的な転換を

促します。 

①通行空間の整備

目的に応じた自転車ネットワーク路線を選

定し、自転車通行空間を整備します。 

②駐輪環境の整備

駅、目的施設等での駐輪環境を整備し、放

置自転車を抑制します。 ②通学時の自転車利用者の安全確保

自動車が運転できない児童、学

生等が利用する自転車利用の安

全利用を促進します。 

③安全教育の充実

交通目的、年齢層等に合わせた交通安全教

育を実施し、自転車事故を軽減します。 

③買物時の自転車利用環境の向上

子育て世帯、高齢世帯など、暮

らしの中での自転車利用を促進

します。 

④意識啓発の充実

日常生活での自転車利用をさらに促進する

ため、意識啓発を図ります。 

⑤支援・補助の充実

通勤、買物等での自転車活用を推進するた

めの支援・補助の取り組みを展開します。④自転車利用時共通の環境の向上

観光、レジャー、健康等の余暇

活動を含め、自転車利用時の共

通の利用を促進します。 

⑥利用環境、レジャー他の充実

レジャー、観光等を含め、自転車を様々な

場面で活用しやすい環境を創ります。 

実
施
施
策
と
事
業
の
区
分
を
組
み
合
わ
せ
、

具
体
の
事
業
を
推
進



2 

２．次期計画について 

 本市では、令和２年度までの現行計画を、国の自転車活用推進法に定める「市町村自転車活用

推進計画」に位置付け、国の方向性を踏まえつつ、現行計画を着実に推進していくことを予定

しています。 

 一方で、国の自転車活用推進計画では、【都市】【健康】【観光】【安全】の４つの目標と、

それを実現する 18 の施策例が示されており、本市の今後の自転車活用推進計画の策定の中

で、考慮することが望ましい国の視点も含まれているものと考えます。 

■豊橋市自転車活用推進計画の位置付け

（参考）国の求める自転車活用推進の４つの目標と 18 の施策について 

 国の自転車活用推進計画では【都市】【健康】【観光】

【安全】の４つの目標と、それを実現するための 18

の施策例が示されています。 

 多くの視点では、現行計画で対応を図ってきたもの

の、健康、観光、防災など、一部の部分で今後さらに

検討を図るべき事項があると考えます。 

 なお、当該法、計画は、観光、教育、産業、環境など

自転車活用が期待されるあらゆる分野が議論できる

組織体制のもと策定されたものです。 

国の「地方版自転車活用推進計画策定の手引き（案）での施策 

【都市】自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成

 ❶自転車通行空間の計画的な整備の促進

 ❷

 ❸コミュニティサイクルの普及促進 

 ❹地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備促進

 ❺自転車の IoT 化の促進 

➏

【健康】サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現

❼国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進

 ❽公道や公園等の活用による安全に自転車に乗れる環境の創出

 ❾自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発の推進

❿自転車通勤の促進

【観光】サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現

⓫国際会議や国際的なサイクリング大会等の誘致 

⓬走行環境整備や受入環境整備等による世界に誇るサイクリング環境の創出

【安全】自転車事故のない安全で安心な社会の実現

⓭高い安全性を備えた自転車の普及促進

⓮自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の促進

⓯交通安全意識の向上に資する広報啓発活動や指導・取締りの重点的な実施

⓰学校における交通安全教室の開催等の推進 

⓱自転車通行空間の計画的な整備の促進（❶再掲） 

⓲災害時における自転車の活用の推進

自転車活用推進本部 構成メンバー 

【本部長】 国土交通大臣 

【本部員】 ①総務大臣 ②文部科学大臣 

 ③厚生労働大臣 ④経済産業大臣 

 ⑤環境大臣 ⑥内閣官房長官

⑦国家公安委員長

⑧その他内閣総理大臣が指定する者

第５次豊橋市総合計画 
平成 23～32 年度（令和２年度） 

■現行計画の上位・関連計画

■国の計画の視点

豊橋市都市計画マスタープラン 
平成 23～32 年度（令和２年度） 

豊橋市都市交通計画 2016-2025 
平成 28～37 年度（令和７年度） 

都市環境の形成に資する取り組み・事業

健康・スポーツに関わる取り組み・事業

観光・集客に関わる取り組み・事業

事故の解消に関わる取り組み・事業

災害時の対応に関わる取り組み・事業

【改定】豊橋市自転車活用推進計画（第２次）

                   令和 3 年度～令和 12 年度 

市の特性を 

踏まえて施策

を選定 

【現行】豊橋市自転車活用推進計画
  平成 26 年度～平成 32 年度（令和２年度） 

国の都市、観光、健康、安全の視点を踏まえつつ、市の個性を活かした施策の反映が大切

現行計画の良い点を残す
現行計画に足りない点を加える 

（豊橋市の個性・課題などから）
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３．スケジュールと検討体制 
 次期豊橋市自転車活用推進計画は、令和元年度より２か年で策定します。 

 改定に当たっては、右に示す検討体制図のように、外部委員を含む自転車活用推進委

員会及び、内部の庁内検討会議での協議を重ねるとともに、市民アンケート、パブリ

ックコメントを通じて市民意見を反映しながら検討を進めるものとします。 

 また、改定に向けたスケジュールは、下図の通りで予定しています。 

■改定に向けたスケジュール（予定） 

■改定に向けた検討体制 

庁内検討会議（行政内部での検討調整組織） 豊橋市自転車活用推進委員会

（外部委員を含む検討組織）

市民、有識者等の外部意見の収集 行政内部での意見調整等 ※事務局：都市計画部 都市交通課 

市議会

市民意見

・市民アンケート調査

・パブリックコメント …など

・都市計画部長

・都市交通課長

・政策企画課長

・安全生活課長

・健康政策課長

・環境政策課長

・温暖化対策推進室長

・産業政策課長

・観光振興課長

・土木管理課長

・道路維持課長

・道路建設課長

・都市計画課長

・まちなか活性課長

・学校教育課長

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

改定に
向けた

検討事項

自転車活用
推進委員会

庁内
検討会議

各種調査等

市議会

令和２年令和元年

自転車ネット
ワーク見直し
に関する検討 

次年度事業

展開の確認 

第１回委員会

（８月開催）

現行計画の

進捗状況の確認 

第１回庁内

（８月開催）

第２回庁内

（10 月予定）

第２回委員会

（11 月予定）
第３回委員会

１～２

第３回庁内

（１月予定）

第４回委員会

（７月予定）

第４回庁内

（６月予定）

第５回委員会

（９月予定）

第５回庁内

（９月予定）

第６回委員会

（11 月予定）

第６回庁内

（11 月予定）

第７回庁内

（３月予定）

市民

アンケート

調査実施 

（９月予定）

パブリック

コメント実施

（２月予定）

基本方針の検討

計画目標の検討

計画骨子案の作成 骨子の修正① 計画骨子 

目標・基本方針の設定及び、 

方針を踏まえた具体施策の検討 

自転車ネットワークの

見直しの方向性の検討

令
和
３
年
度

豊
橋
市
自
転
車
活
用
推
進
計
画
（
第
２
次
）
の
策
定
・
運
用
開
始

計画素案の作成 

対象路線の選定、整備

順序・整備手法の検討 

施策実施スケジュールの検討 

施策実施の役割分担の検討 

（地域、企業、行政等の連携方針等）

連動して検討

計画全体の推進体制の検討 

（評価体制、見直しスケジュール等）

計画素案に
位置付け 

目標の評価指標の設定 

評価の手法を反映

素案の修正① 素案の修正② 

令
和
２
年
度

計
画
【
素
案
】
の
確
定

計画原案の作成

パブリック
コメントへ 

様々なイベント、広報ツール等を活用し、市民等に対する自転車活用の推進事業を個別に展開

第７回委員会

（３月予定）

現状課題の確認 

建設消防 

委員会 

建設消防 

委員会 
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４．次期計画の策定に向けたアンケート調査の提案について 
 現行計画の達成目標の検証とともに、現行計画に基づく取り組みの客観的評価を図るため、平成 24

年度に実施した市民アンケート調査（調査内容及び結果概要は次頁）を踏まえ、市民アンケート調査

を実施します。 

市民アンケート調査の概要

【調査方法】 豊橋市内に在住の 1,500 世帯（世帯主による無作為抽出）を対象に、 

       アンケート調査票（郵送配布・郵送回収）を配布 

【調査対象】 世帯  1,500 世帯（１世帯１通の世帯票） 

       個人  各世帯に属する 13 歳以上の個人最大 4,500 名（１世帯３通の個人票） 

           ※個人票は１世帯最大３名までの回答とし、単身世帯等にも同じ通数を配布

【実施時期】 令和元年８～９月頃を予定

【送付物】  送信用封筒に、以下の調査票等を封入し送付 

個人票 家庭一人ひとりの自転車利用状況、今後の意向を把握する

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
在
中

宛先 
ラベル 返信用

封筒

❶ 
❷ 封

入
物

❸ 

個々人の自転車の日常的な利用状況や、サイクリング等の余暇活動での利用状況を把握するとともに、現行

計画での取り組みの認知状況、交通ルールの遵守状況、これからの自転車活用のニーズ等を把握します。 

また、現行計画での目標③「日常的な自転車利用（週１回以上）を過半数にする」の検証に向けたデータも

個人票より取得します。 

※赤文字部分は、平成 24 年実施のアンケート調査との比較を想定した項目  

分類 調査項目（案） 

❶今の自転車

の利用状況

問１ 普段の自転車の利用頻度（目標値設定に活用：週１回以上利用 H24 時点 35％） 

問２ 普段の自転車の利用目的

問３ 普段の自転車利用での移動距離

問４ サイクリング等※の実施状況（頻度、種目）

問５ サイクリング等での移動距離

問６ サイクリング等を始めたきっかけ（もしくは行う理由）

問７ サイクリング等を始める前と後での変化 

問８ 市内でのサイクリング、サイクルスポーツイベントの認知状況・参加状況 

問９ 自転車の通行ルート選択での重視点

❷自転車の交

通ルールの遵

守や利用環境

問 10 基本的な交通ルールの認知状況・遵守状況

問 11 車道を通行する割合（通行場所の車道／歩道の選択状況）

問 12 車道を通行する理由、歩道を通行する理由

問 13 自転車を乗っているときに「危険を感じた」こと

問 14 歩いているときに「自転車からの危険を感じた」こと

問 15 現行計画での取り組みの認知状況・参加状況

問 16 自転車利用の満足度（前回調査での項目ごとに比較）

①自転車走行の安全性 ②自転車利用者のマナー ③自転車の駐輪環境

④公共交通との連携 ⑤総合的な使いやすさ

問 17 安全な自転車通行空間をつくるために必要なこと（ルール周知、通行空間整備等）

問 18 駐輪環境、放置自転車対策のために必要なこと

問 19 自転車の利用促進に必要なこと（日常、非日常含む）

❸これからの

自転車の利用

ニーズ 

問 20 日常の中で自転車を「もっと活用したい」と思う意向と場面

問 21 健康づくり・スポーツ等の視点で「活用したい」と思う意向と場面 

問 22 市内や周辺自治体での観光の視点で「活用したい」と思う意向と場面 

問 23 自分自身が自転車で行ってみたいと思う市内・周辺自治体の観光スポット

問 24 友人・知人に教えたい「市内のおすすめスポット」 

問 25 市内で自転車を楽しむために力を入れていくべき施策

❹個人属性 問 26 性別・年齢・職業

問 27 クルマ及び免許の保有状況 

問 28 クルマ利用から「自転車・公共交通」利用に転換する意思

問 29 自由記入欄 

表中の「※サイクリング等」は、サイクリング、ポタリング、健康づくりなど余暇時間に自転車を楽しむ行為全般を示す

世帯票

１通 

個人票

３通 

自転車の所有状況や駐輪環境、家庭での交通安全教育、自転車保険加入など、世帯単位での対応が想定され

る事項について把握します。 

分類 調査項目（案）

❶家庭での自

転車利用環境

のこと 

問１ 世帯で所有している自転車の台数と車種

問２ 世帯で所有しているクルマの台数

問３ 自宅での自転車の駐輪・保管場所（とくに集合住宅の場合）

問４ 家族で出かけるときの移動目的と手段（とくに自転車、クルマの利用）

問５ 世帯単位での「クルマから自転車」への転換可能な移動

❷家庭での自

転車安全利用

の取り組み 

問６ 家庭での交通安全教育の実施状況

問７ 家庭で交通安全教育をし始めた時期と内容

問８ 家庭での自転車の点検や整備の実施状況

問９ 自転車の維持に懸かる費用

問 10 家庭での自転車関連事故体験、ヒヤリハット体験

問 11 自転車保険の加入状況

❸世帯属性 問 12 世帯数及び世帯構成（及び個人アンケートの回答者）

問 13 自宅の種類（戸建て、集合住宅（賃貸、分譲）、社宅など）

問 14 自宅の住所（小学校区）

問 15 市内での居住年数

世帯票 家庭での自転車所有、駐輪、教育等の考え方を把握する


